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全
国
市
議
会
議
長
会
（
会
長
�

佐
藤
祐
文
・
横
浜
市
議
会
議
長
）

は
１１
月
５
日
、
東
京
・
都
市
セ
ン

タ
ー
ホ
テ
ル
で
第
９７
回
評
議
員
会

を
開
催
し
た
。

佐
藤
会
長
の
挨
拶
の

後
、
高
市
早
苗
・
総
務

大
臣
の
代
理
と
し
て

二
之
湯
智
・
総
務
副
大

臣
、
石
破
茂
・
地
方
創

生
担
当
大
臣
、
桝
屋
敬

悟
・
衆
議
院
総
務
委
員

長
、
谷
合
正
明
・
参
議

院
総
務
委
員
長
か
ら
来

賓
挨
拶
が
あ
っ
た
�
２

面
か
ら
４
面
に
掲
載
。

議
案
審
議
で
は
、
１７

件
の
部
会
提
出
議
案
を

原
案
の
と
お
り
可
決
し

た
�
４
面
に
掲
載
。
続

い
て
、
会
長
提
出
議
案
の
審
議
を

行
い
、
地
方
創
生
の
推
進
に
関
す

る
決
議
案
、
地
方
税
財
源
の
充
実

確
保
に
関
す
る
決
議
案
、
東
日
本

大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
関

す
る
決
議
案
の
３
件
に
つ
い
て
、

原
案
の
と
お
り
可
決
し
た
�
５
面

に
掲
載
。

協
議
で
は
、
本
会
会
則
の
一
部

改
正
案
を
原
案
の
と
お
り
了
承

し
、
続
い
て
、
国
と
地
方
の
協
議

の
場
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
設

置
要
綱
の
一
部
改
正
案
を
原
案
の

と
お
り
決
定
。
２５
年
度
各
会
計
決

算
に
つ
い
て
は
、
横
田
久
俊
・
監

事
（
小
樽
市
議
会
議
長
）
か
ら
監

査
結
果
の
報
告
後
、
認
定
し
た
。

ま
た
、
２７
年
度
本
会
予
算
の
見
通

し
に
つ
い
て
了
承
し
た
。

報
告
で
は
、
一
般
事
務
を
了
承

し
た
後
、
各
委
員
会
の
活
動
状
況

に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を

了
承
し
た
�
６
・
７
面
に
掲
載
。

正
副
会
長
は
６
日
、
菅
義
偉
・

内
閣
官
房
長
官
、
谷
垣
禎
一
・
自

由
民
主
党
幹
事
長
に
面
談
し
、
要

望
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
菅
官

房
長
官
か
ら
「
地
方
創
生
に
つ
い

て
は
し
っ
か
り
取
り
組
む
。
成
功

し
て
い
る
所
に
は
、
人
材
と
物
語

が
あ
る
。
地
域
の
魅
力
を
活
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら

れ
た
。

市
議
会
議
員
共
済
会
（
会
長
�

佐
藤
祐
文
・
横
浜
市
議
会
議
長
）

は
１１
月
４
日
、
東
京
・
都
市
セ
ン
タ

ー
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、
平
成
２６
年

度
第
２
回
理
事
会
を
開
催
し
た
。

佐
藤
会
長
の
挨
拶
の
後
、
報
告

で
は
、
事
務
報
告
、
２６
年
度
上
半

期
経
理
状
況
を
了
承
し
た
。

協
議
で
は
、
２７
年
度
予
算
大
綱

案
を
了
承
。
同
大
綱
を
基
に
、
２７

年
度
事
業
計
画
及
び
予
算
案
を
作

成
し
、
２７
年
２
月
１７
日
開
催
予
定

の
第
３
回
理
事
会
及
び
第
１
０
９

回
代
議
員
会
へ
提
出
す
る
こ
と
と

し
た
。
次
に
「
市
議
会
議
員
共
済

会
代
議
員
会
会
議
規
則
」
に
つ
い

て
了
承
し
、
代
議
員
会
へ
提
出
す

る
こ
と
と
し
た
。

そ
の
他
で
は
、
公
的
年
金
の
重

複
期
間
控
除
に
つ
い
て
説
明
が
あ

っ
た
。
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共
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事
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私
は
、
平
成
１１
年
か
ら
１３
年
ま

で
全
国
市
議
会
議
長
会
の
会
長
を

務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
場
所
に
来
る
と
、
本
当
に
ふ

る
さ
と
に
帰
っ
た
よ
う
な
気
持
ち

で
あ
り
ま
す
。
連
日
、
地
方
の
基

礎
自
治
体
の
議
長
と
し
て
ご
活
躍
、

誠
に
ご
苦
労
さ
ま
で
あ
り
ま
す
。

本
来
な
ら
ば
総
務
大
臣
が
参
り

ご
挨
拶
申
し
上
げ
る
こ
と
が
本
意

で
あ
り
ま
す
が
、
国
会
開
会
中
で
、

大
臣
が
他
の
用
務
が
あ
り
ま
す
の

で
、
私
が
祝
辞
を
代
読
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

全
国
市
議
会
議
長
会
第
９７
回
評

議
員
会
の
開
催
に
当
た
り
、
一
言

ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

市
議
会
議
長
会
の
皆
様
方
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
日
ご
ろ
か
ら
地

方
自
治
の
発
展
の
た
め
ご
尽
力
を

い
た
だ
き
、
心
か
ら
敬
意
を
表
す

る
と
と
も
に
、
厚
く
御
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。

台
風
や
豪
雨
、
御
嶽
山
の
噴
火

な
ど
全
国
各
地
で
甚
大
な
被
害
が

発
生
し
ま
し
た
。
自
然
災
害
に
よ

る
多
く
の
犠
牲
者
に
、
改
め
て
哀

悼
の
意
を
表
し
、
被
災
さ
れ
た
皆

様
に
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
復
興
に
つ
い

て
は
、
安
倍
内
閣
の
閣
僚
全
員
が

復
興
大
臣
で
あ
る
と
の
認
識
を
持

ち
、
被
災
地
の
復
興
に
引
き
続
き

全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
。

第
２
次
安
倍
改
造
内
閣
の
最
重

点
課
題
は
、
地
方
創
生
で
す
。
地

方
の
再
生
な
く
し
て
日
本
の
再
生

な
し
。
日
本
列
島
の
隅
々
ま
で
活

発
な
経
済
活
動
が
行
き
渡
り
、
一

人
一
人
が
暮
ら
し
の
中
で
景
気
回

復
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
地
方
創

生
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

産
学
金
官
地
域
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー

ブ
ル
を
基
盤
に
、
雇
用
吸
収
力
の

大
き
な
地
域
密
着
型
企
業
の
立
ち

上
げ
を
支
援
す
る
「
ロ
ー
カ
ル
１

０
、
０
０
０
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
や

電
力
の
小
売
自
由
化
を
踏
ま
え
た

「
分
散
型
エ
ネ
ル

ギ
ー
イ
ン
フ
ラ
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を

推
進
す
る
こ
と
等

に
よ
り
、
地
域
全

体
の
生
産
性
と
所

得
の
向
上
を
図
る

な
ど
、
地
域
の
経

済
構
造
改
革
に
着

手
し
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
上
で

集
約
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
考
え

に
基
づ
き
、
地
方
中
枢
拠
点
都
市

圏
や
定
住
自
立
圏
の
形
成
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
過
疎
地
域
な
ど

条
件
不
利
地
域
に
つ
い
て
は
、
集

落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
の
形
成
な
ど

の
取
り
組
み
に
よ
る
活
性
化
を
図

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊

の
隊
員
数
の
大
幅
な
拡
充
な
ど
、

地
域
へ
の
人
材
還
流
の
取
り
組
み

を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

地
方
税
財
政
に
つ
い
て
は
、
地

方
の
安
定
的
な
財
政
運
営
に
必
要

と
な
る
地
方
の
一
般
財
源
総
額
に

つ
い
て
、
２６
年
度
地
方
財
政
計
画

の
水
準
を
下
回
ら
な
い
よ
う
、
実

質
的
に
同
水
準
を
確
保
し
て
ま
い

り
ま
す
。
ま
た
、
地
方
法
人
課
税

に
つ
い
て
は
、
外
形
標
準
課
税
の

拡
充
や
地
域
間
の
税
源
の
偏
在
是

正
を
進
め
る
と
と
も
に
、
車
体
課

税
の
見
直
し
等
を
進
め
る
な
ど
地

方
税
の
充
実
確
保
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

総
務
省
は
、
地
域
の
パ
ー
ト
ナ

ー
で
あ
り
ま
す
。
市
議
会
議
長
の

皆
様
と
は
十
分
な
意
思
疎
通
を
図

り
な
が
ら
、
総
務
省
が
持
つ
政
策

資
源
を
総
動
員
さ
せ
、
地
方
創
生

を
強
力
に
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

結
び
に
、
議
長
の
皆
様
方
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
住
民
の
代
表
と

し
て
一
層
ご
活
躍
さ
れ
ま
す
こ
と

を
ご
期
待
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も

に
、
全
国
市
議
会
議
長
会
の
一
層

の
ご
発
展
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、

私
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

本
日
は
こ
の
よ
う
な
機
会
を
い

た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
指
名
を
い
た

だ
き
ま
し
た
の
で
、
ご
挨
拶
を
い

た
し
ま
す
。

地
方
創
生
法
案
は
、
本
日
午
前

に
自
由
民
主
党
、

公
明
党
、
次
世
代

の
党
の
賛
成
に
よ

り
、
地
方
創
生
委

員
会
で
鳩
山
委
員

長
の
も
と
可
決
い

た
し
ま
し
た
。
こ

の
後
、
衆
議
院
本

会
議
、
参
議
院
と

ご
審
議
を
い
た
だ
き
ま
す
。

今
、
な
ぜ
地
方
創
生
か
。
来
年

の
統
一
地
方
選
挙
の
た
め
と
い
う

考
え
は
、
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
本

当
は
今
ま
で
に
や
っ
て
お
く
べ
き

こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
国
会
議
員

は
、
選
挙
の
際
に
い
つ
も
「
地
方

の
た
め
に
頑
張
り
ま
す
」
と
言
い
、

田
中
内
閣
の
「
日
本
列
島
改
造
」
、

大
平
内
閣
の
「
田
園
都
市
構
想
」
、

竹
下
内
閣
の
「
ふ
る
さ
と
創
生
」

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
画
期
的
で
あ
り

ま
し
た
が
、
国
が
つ
ぶ
れ
る
と
い

う
危
機
意
識
は
な
か
っ
た
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
今
回
が
最
後
の
機

会
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
お
り
、

こ
れ
を
や
り
損
な
う
と
国
家
が
衰

退
す
る
と
い
う
強
い
危
機
感
の
も

と
に
、
政
権
と
し
て
地
方
創
生
を

行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

地
方
は
徐
々
に
衰
退
し
て
き
て

お
り
ま
す
。
昭
和
３０
年
代
後
半
か

ら
５０
年
代
に
か
け
て
、
地
方
は
非

常
に
活
力
が
あ
り
ま
し
た
。
鳥
取

市
で
育
っ
た
中
学
生
の
こ
ろ
、
駅

前
は
非
常
に
に
ぎ
わ
い
、
ま
だ
高

速
道
路
も
な
か
っ
た
時
代
で
す
が
、

連
休
に
は
、
観
光
バ
ス
で
大
に
ぎ

わ
い
で
あ
り
ま
し
た
。
私
の
選
挙

区
で
は
、
三
洋
電
機
の
工
場
が
立

地
し
、
何
千
人
と
い
う
雇
用
が
実

現
し
て
お
り
ま
し
た
。
農
山
漁
村

も
活
気
が
あ
り
、
商
店
街
は
に
ぎ

わ
い
、
そ
れ
ら
は
全
国
で
展
開
さ

れ
た
光
景
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
る

意
味
で
、
全
国
の
均
衡
あ
る
発
展

は
、
そ
れ
な
り
に
実
現
で
き
た
時

期
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
５０
年
近
く
た
ち
、
全
国
で
ミ

ニ
東
京
を
つ
く
り
ま
し
た
が
、
駅

前
は
が
ら
が
ら
、
商
店
街
は
シ
ャ

ッ
タ
ー
街
、
工
場
は
撤
退
、
農
山

漁
村
は
疲
弊
し
切
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
故
な
し
で
は
な
く
、
今

ま
で
正
し
い
と
思
っ
て
き
た
こ
と

を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
地
方

の
創
生
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

【
３
面
へ
続
く
】

総総
務務
大大
臣臣

高高
市市

早早
苗苗

氏氏

代代
読読

二二
之之
湯湯

智智
・・
総総
務務
副副
大大
臣臣

地地
方方
創創
生生
担担
当当
大大
臣臣石石

破破

茂茂

氏氏

第１９２２号 平成２６年１１月１５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



【
２
面
か
ら
続
く
】

増
田
レ
ポ
ー
ト
の
消
滅
市
町
村

を
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
真
摯

に
受
け
と
め
る
べ
き
だ
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
２
０
４
０
年
に
２０
代

・
３０
代
の
女
性
の
数
が
、
こ
の
ま

ま
い
け
ば
あ
の
数
字
に
な
る
と
表

し
て
お
り
ま
す
。
限
界
集
落
が
限

界
市
町
村
に
な
り
、
や
が
て
全
国

に
波
及
し
て
い
く
。
地
方
は
東
京

よ
り
も
高
齢
化
が
１０
年
く
ら
い
早

く
進
ん
で
い
ま
す
の
で
、
地
方
で

高
齢
者
が
い
な
く
な
れ
ば
、
職
を

求
め
て
若
者
た
ち
は
東
京
に
行
く
。

そ
の
東
京
が
最
も
人
口
を
再
生
産

し
ま
せ
ん
。
納
税
者
が
い
な
く
な

れ
ば
、
国
の
運
営
や
社
会
保
障
シ

ス
テ
ム
の
維
持
が
で
き
ま
せ
ん
。

何
と
し
て
も
東
京
の
一
極
集
中
を

止
め
、
地
方
の
人
口
減
少
に
歯
止

め
を
か
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ロ
ー
カ
ル
経
済
と
グ
ロ
ー
バ
ル

経
済
は
違
い
ま
す
。
日
本
経
済
を

語
る
と
き
に
、
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
、

ソ
ニ
ー
、
ト
ヨ
タ
、
ホ
ン
ダ
な
ど

の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
以
前

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
が
潤
え
ば

地
方
に
波
及
し
ま
し
た
が
、
今
の

時
代
に
は
な
か
な
か
期
待
で
き
ま

せ
ん
。
地
方
経
済
は
地
方
経
済
な

り
の
活
性
化
が
あ
る
と
認
識
し
て

お
り
ま
す
。
地
方
の
こ
と
は
地
方

で
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
。
永
田

町
や
霞
が
関
で
分
か
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
地
方
が
主
役
と
今

ま
で
言
っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
度

の
地
方
創
生
は
本
当
に
地
方
が
主

役
で
あ
り
ま
す
。

地
方
創
生
法
案
が
成
立
す
る
と
、

全
国
全
て
の
都
道
府
県
・
市
町
村

に
２７
年
度
末
ま
で
に
、
５
年
後
を

目
途
と
し
た
総
合
戦
略
を
作
成
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
計
画
立
案
に

当
た
り
、
政
府
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

デ
ー
タ
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
提
供

い
た
し
ま
す
。
現
在
だ
け
で
は
な

く
、
過
去
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
そ

こ
の
ま
ち
は
、
ど
こ
か
ら
人
が
来

て
、
も
の
が
入
り
、
ど
こ
へ
出
て

い
く
の
か
等
々
、
十
分
活
用
し
て

い
た
だ
く
べ
く
、
最
大
限
努
力
を

い
た
し
ま
す
。
計
画
・
企
画
し
、

そ
れ
を
行
い
、
点
検
し
、
さ
ら
に

進
め
て
い
く
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

を
確
立
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
地
方
の
皆
様
方
か
ら
の
ご
要

望
に
、
ど
れ
が
一
番
補
助
率
が
高

く
、
交
付
税
の
裏
負
担
が
あ
る
か
。

そ
し
て
、
計
画
を
実
行
し
て
ど
の

よ
う
な
効
果
が
生
ま
れ
た
か
と
い

う
検
証
の
シ
ス
テ
ム
を
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
で
考
え
、
組
み
込
ん
で
い

た
だ
き
ま
す
。

現
在
、
国
か
ら
出
向
す
る
公
務

員
の
多
く
は
都
道
府
県
や
大
き
な

自
治
体
に
勤
務
し
て
お
り
ま
す
。

本
当
に
人
を
必
要
と
す
る
人
口
５

万
人
以
下
の
自
治
体
に
出
向
さ
せ

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の

際
、
ど
の
よ
う
な
人
材
を
必
要
と

す
る
の
か
地
域
か
ら
お
手
を
挙
げ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
ど
も
も
、

何
を
し
た
い
の
か
と
い
う
明
確
な

意
識
が
あ
り
、
能
力
が
あ
る
者
で

な
け
れ
ば
、
出
向
さ
せ
ま
せ
ん
。

日
本
版
シ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
ャ
ー
で
あ

り
ま
す
。

全
国
の
自
治
体
の
長
や
議
会
の

皆
様
方
が
、
あ
る
省
庁
に
行
き
、

何
か
を
や
り
た
い
と
言
っ
た
と
き

に
、
要
件
に
合
わ
な
い
た
め
、
そ

れ
で
終
わ
り
で
は
ど
う
に
も
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
省
庁
の
事
業
で
は

不
可
能
で
も
、
他
省
庁
の
事
業
を

紹
介
す
る
な
ど
、
霞
が
関
が
自
治

体
の
親
切
な
相
談
相
手
と
し
て
動

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

補
助
金
の
シ
ス
テ
ム
を
変
え
て

い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
重
複
を

な
く
し
、
似
た
事
業
は
な
る
べ
く

統
合
し
ま
す
。
ば
ら
ま
き
を
や
ら

な
い
と
は
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
は

や
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
効
果
の
検
証
を
伴
わ
な
い
と
、

ば
ら
ま
き
の
批
判
を
免
れ
ま
せ
ん
。

必
ず
効
果
の
検
証
を
シ
ス
テ
ム
と

し
て
入
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
総
務
省
に
相
談
が
必

要
と
な
り
ま
す
が
、
交
付
税
、
交

付
金
の
あ
り
方
、
財
源
保
障
機
能
、

財
源
調
整
機
能
、
本
当
に
そ
れ
だ

け
で
い
い
の
か
と
い
う
議
論
も
し

て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
ど

も
中
央
と
し
て
、
で
き
る
限
り
皆

様
の
お
支
え
を
し
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
が
、

日
本
は
海
外
か
ら
の
投
資
が
世
界

の
国
々
の
中
で
下
か
ら
４
番
目
で

あ
り
、
外
国
か
ら
の
投
資
が
極
め

て
少
な
い
。
国
連
総
会
に
安
倍
総

理
が
出
席
し
た
際
に
、
和
歌
山
県

知
事
、
美
作
市
長
、
京
都
市
長
が

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
自
分
の
ま
ち
・

県
へ
の
投
資
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

地
域
に
お
い
て
海
外
か
ら
の
投
資

を
受
け
入
れ
る
手
伝
い
も
や
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
先
、
皆
様
方
か
ら
ア

イ
デ
ア
を
い
た
だ
き
た
い
。
と
も

す
れ
ば
、
地
方
、
農
山
漁
村
は
大

変
だ
と
、
何
と
な
く
保
護
の
対
象

の
よ
う
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

か
ら
先
は
、
地
方
の
経
済
が
活
力

を
取
り
戻
さ
な
い
と
、
日
本
全
体

が
立
ち
行
き
ま
せ
ん
。
農
林
水
産

業
、
観
光
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
も
、

地
方
で
人
手
が
足
り
な
い
と
。
そ

れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
地
方
に

お
い
て
、
い
か
に
生
産
性
を
上
げ

る
か
。
若
い
人
や
５０
代
の
方
が
地

方
に
行
き
た
い
。
行
き
た
い
人
は

た
く
さ
ん
い
る
。
そ
れ
に
応
え
る

も
の
を
地
方
が
つ
く
る
か
ど
う
か
。

そ
こ
に
し
か
な
い
、
そ
こ
で
し
か

会
え
な
い
も
の
を
つ
く
っ
て
い
た

だ
い
た
と
き
、
初
め
て
、
日
本
は

活
力
を
取
り
戻
す
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

私
ど
も
は
、
地
方
の
創
意
工
夫

を
最
大
限
に
生
か
す
た
め
に
何
の

お
手
伝
い
が
で
き
る
か
を
国
家
と

し
て
考
え
ま
す
の
で
、
ど
う
か
議

長
の
皆
様
方
に
お
か
れ
て
は
、
こ

れ
か
ら
先
、
日
本
は
こ
う
す
べ
き

だ
と
、
中
央
と
地
方
の
関
係
は
こ

う
あ
る
べ
き
だ
と
積
極
的
に
ご
提

言
い
た
だ
き
た
い
。
議
長
の
皆
様

方
の
ご
指
導
、
ご
協
力
を
心
か
ら

お
願
い
し
て
、
ご
挨
拶
と
い
た
し

ま
す
。

一
言
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

は
じ
め
に
、
市
議
会
運
営
の
重

責
を
担
い
、
地
方
自
治
の
発
展
と

住
民
福
祉
の
向
上
の
た
め
、
日
夜

ご
尽
力
を
さ
れ
て

お
ら
れ
る
皆
様
方

に
対
し
、
心
か
ら

敬
意
を
表
す
る
し

だ
い
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
今
第
１
８

７
回
臨
時
国
会
の

た
だ
中
で
あ
り
ま

す
が
、
本
日
午
前
、

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
案

が
衆
議
院
の
委
員
会
を
通
過
し
、

明
日
、
本
会
議
で
採
決
と
な
り
ま

す
。
地
方
創
生
に
向
け
て
、
大
胆

か
つ
異
次
元
の
対
策
を
一
体
的
に

講
じ
る
取
り
組
み
が
い
よ
い
よ
開

始
さ
れ
ま
す
。
市
町
村
中
心
主
義

と
言
わ
れ
て
久
し
い
わ
け
で
あ
り

ま
す
が
、
地
方
創
生
の
た
め
に
は
、

住
民
に
と
っ
て
一
番
身
近
な
存
在

で
あ
る
基
礎
自
治
体
の
取
り
組
み

が
い
よ
い
よ
重
要
に
な
る
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
地
方
創
生
と
言
っ

て
も
、
先
ん
ず
る
と
こ
ろ
、
そ
の

【
４
面
へ
続
く
】

衆衆
議議
院院
総総
務務
委委
員員
長長

桝桝
屋屋

敬敬
悟悟

氏氏
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地
域
に
住
む
人
が
大
事
で
あ
り
ま

す
。
住
民
福
祉
の
各
種
サ
ー
ビ
ス

が
適
切
に
届
け
ら
れ
、
豊
か
な
生

活
の
た
め
の
な
り
わ
い
が
あ
る
。

こ
う
し
た
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り

が
今
、
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
地
域
住
民

の
皆
様
と
膝
詰
め
で
活
動
し
て
お

ら
れ
る
議
会
の
存
在
が
何
よ
り
重

要
で
あ
り
ま
す
。

石
破
大
臣
も
地
方
の
知
恵
と
創

意
工
夫
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
先
の

国
会
で
成
立
し
た
広
域
連
携
制
度

あ
る
い
は
新
た
な
地
方
再
生
法
、

各
種
の
地
域
活
性
化
施
策
あ
る
い

は
中
枢
拠
点
都
市
構
想
、
こ
う
し

た
制
度
の
効
果
的
な
活
用
も
あ
り

ま
す
。

ど
う
ぞ
地
域
住
民
の
代
表
で
あ

る
皆
様
方
が
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
発
揮
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の
発
展
の
た
め
、
な
お
一
層

ご
尽
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

私
ど
も
衆
議
院
総
務
委
員
会
と

い
た
し
ま
し
て
も
、
皆
様
と
の
連

携
を
強
化
し
な
が
ら
、
地
方
に
か

か
る
諸
問
題
解
決
の
た
め
、
そ
し

て
真
の
地
方
創
生
の
た
め
、
力
を

尽
く
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま

す
。終

わ
り
に
、
皆
様
方
の
ご
顕
彰

と
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
心
か
ら

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て
、
私
の

挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

【
３
面
か
ら
続
く
】

ご
列
席
の
皆
様
に
は
、
地
方
自

治
の
発
展
と
住
民
福
祉
の
向
上
の

た
め
ご
尽
力
を
賜
り
、
心
よ
り
感

謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

政
府
は
、
地
方
創
生
を
最
重
要

課
題
と
し
て
掲
げ
、
従
来
と
は
次

元
の
異
な
る
大
胆
な
政
策
を
打
ち

出
す
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
在
、

国
会
で
関
連
法
案
に
つ
い
て
審
議

が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
さ
き
の
通
常
国
会
で
指

定
都
市
制
度
の
見
直
し
、
中
核
市

制
度
と
特
例
市
制
度
の
統
合
、
新

た
な
広
域
連
携
制
度
の
創
設
等
を

内
容
と
す
る
改
正
地
方
自
治
法
並

び
に
国
か
ら
地
方
公
共
団
体
及
び

都
道
府
県
か
ら
指
定
都
市
へ
の
事

務
権
限
の
移
譲
等
を
推
進
す
る
た

め
の
第
４
次
一
括
法
が
成
立
し
た

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
地
方
の
発
意
に
根
差

し
た
新
た
な
地
方
分
権
改
革
と
し

て
、
「
提
案
募
集
方
式
」
が
導
入

さ
れ
、
現
在
、
具
体
的
な
検
討
が

進
め
ら
れ
て
お
り
、
今
後
、
個
々

の
提
案
が
最
大
限
実
現
さ
れ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

地
方
分
権
改

革
の
進
展
に
伴

い
、
地
方
公
共

団
体
の
責
任
が

増
大
す
る
中
で
、

地
域
の
住
民
を

代
表
し
、
政
策

形
成
機
能
や
行
政
監
視
機
能
を
有

す
る
地
方
議
会
の
役
割
は
ま
す
ま

す
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
お

り
ま
す
。
活
力
あ
る
地
域
社
会
を

つ
く
る
た
め
、
議
会
の
活
性
化
に

向
け
た
皆
様
の
一
層
の
ご
尽
力
を

お
願
い
い
た
し
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

私
ど
も
参
議
院
総
務
委
員
会
と

い
た
し
ま
し
て
も
、
国
会
委
員
会

の
審
議
な
ど
を
通
じ
、
地
方
分
権

型
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
地
方
行
財

政
基
盤
の
確
立
に
向
け
、
引
き
続

き
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

最
後
に
、
全
国
市
議
会
議
長
会

の
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
と
ご
列
席

の
皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
祈

念
い
た
し
ま
し
て
、
私
の
ご
挨
拶

と
い
た
し
ま
す
。

第９７回評議員会議決事項の各委員会付託一覧
委 員 会

建
設
運
輸

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

産
業
経
済

○

社
会
文
教

○

○

○

○

○

○

○

地
方
財
政

○

○

○

○

地
方
行
政

○

○

○

○

提出部会

――

――

――

中国部会

東北部会

北海道部会

四国部会

東北部会

関東部会

北海道部会

中国部会

近畿部会

東海部会

関東部会

四国部会

九州部会

北信越部会

九州部会

北信越部会

東海部会

委員会付託

議決事項

【会長提出議決事項】

地方創生の推進に関する決議（案）

地方税財源の充実確保に関する決議（案）

東日本大震災からの復旧・復興に関する決議（案）

【部会提出議決事項】

大規模土砂災害の緊急な対策と今後の防災対策につ

いて

浸水被害・雪害対策の強化について

公共施設及びインフラ資産の防災・減災及び老朽化

対策の強化について

被災者支援備蓄物資及び備蓄倉庫整備に係る財政支

援について

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正に

伴う耐震診断及び耐震改修に係る国の支援制度の拡

充について

法人住民税の一部国税化を行わないことを求める要

望

北方領土問題の早期解決等について

米軍機による低空飛行訓練の中止について

持続可能な国民健康保険制度の確立及び財政措置に

ついて

国民健康保険の都道府県移行の早期実現について

安心して出産のできる医療体制の確立について

栄養教諭・学校栄養職員の増員による食育の充実を

求めることについて

危険ドラッグに対する取り組みの強化について

高規格幹線道路の整備促進について

九州における高速道路等の交通網の整備促進につい

て

北陸新幹線の早期完成について

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

に向けた地域における取り組みへの支援と環境整備

を求める要望について

１

２

３

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

参参
議議
院院
総総
務務
委委
員員
長長

谷谷
合合

正正
明明

氏氏
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東日本大震災からの復旧・復興に関する決議

東日本大震災から３年８ヶ月が経過した。被災自治体におい

ては、今後の迅速な復旧・復興に向けて懸命の努力が行われて

いるものの、ライフライン・公共施設の復旧、被災者の生活再

建や地域産業の再生等に加え、東京電力福島第一原子力発電所

事故に起因する放射性物質による汚染問題への対応など、解決

すべき困難な課題が数多く山積している。

発災以来、我々全国の市では、それぞれ被災地に対しでき得

る限りの支援を行ってきたところであり、被災地の一日も早い

復旧・復興に向け、更に全力で支援を行っていく決意である。

国においては、種々の支援策の実施により被災地の復旧・復

興に尽力されているところであるが、早期復興の実現に向け、

被災地の要望をより一層丁寧にくみ取り、被災地の立場と視点

に立った迅速かつ柔軟な対応を講じていくことが重要である。

加えて、施策の具体的運用に当たっては、被災自治体が地域の

実情に応じた各般の事業を主体的かつ有機的に実施することが

できる、自由度の高い、効果的な内容とすることが必要である。

よって、国においては、全ての国民が念願する被災地全体の

一日も早い復旧・復興の実現に向け、国の総力を結集すること

により、下記の事項を中心に、更に万全の措置を講じるよう強

く要望する。

記

１ 東日本大震災からの早期復旧・復興について
� 復旧・復興事業予算の総額を確保するとともに、被災地

の実情に応じた復興交付金の柔軟な運用を可能とするなど、

十分な支援措置等を講じること。

� 被災者の生活再建に向けて、抜本的な雇用対策、被災者

生活再建支援制度等の拡充など支援策の充実強化を図るこ

と。

� 震災を受けた地域の観光交流施設等の復旧、被災地にお

ける水産業及び関連産業の復興、被災農地の復旧、地元企

業や商店街の早期復旧等、地域産業の復旧・復興に対する

支援措置の充実強化等を図ること。

� 公共施設等の復旧・復興に向け、各種災害復旧補助制度

に係る補助率の大幅な嵩上げや対象経費の拡大を図るとと

もに、今後の防災力強化を見据えた原形復旧以上の整備等

に係る対象経費の拡大等を積極的に行うこと。

� 被災自治体における生活保護、介護、医療について、被

災地の実情に応じた十分な支援措置を講じることにより、

被災者に対する社会保障の充実強化を図ること。

� 災害救急医療の増加経費対策や必要な医師の確保、災害

拠点病院整備等、被災地域の医療機関に対し、万全の支援

措置を講じること。

� 地盤沈下によりその利用に支障が生じている地域に係る

土地について、被災自治体が行う嵩上げ工事や土地区画整

理事業及び上下水道の再整備等に対し、全面的に財政支援

措置を講じること。

	 被災市街地復興土地区画整理事業について、補助対象を

拡大することや現行補助率を嵩上げすること等の特例措置

を講じるとともに、事務の効率化や事業のスピードアップ

を図るため、被災自治体の意向を踏まえた特段の措置を講

じること。

２ 原子力発電所事故災害への対応について
� 被災自治体除染実施計画を確実に推進するため、除染対

策事業交付金の財源を確保するとともに、除染作業の更な

る加速化を図るための万全の措置を講じること。

� 原発事故の発生に伴う損害について、風評被害も含め、

適切で迅速な賠償が行われるよう、国の責任において万全

の対策を講じること。

� 健康異常が早期発見できる徹底した健康管理体制の構築

を図るとともに、その費用の全額を国が負担するなど、被

災者の健康不安の解消について、万全の措置を講じること。

� 風評被害の防止・解消のため、継続した財政支援制度の

構築、モニタリング体制の維持・充実、観光客誘客促進策

等の対策を強化すること。

� 除染に伴う放射性廃棄物の仮置き場について、住民理解

の促進や積極的な国有地の提供などあらゆる支援を講じる

こと。

また、環境省が示している「中間貯蔵施設の整備に係る

工程表」を迅速かつ着実に実施し、中間貯蔵施設を早期に

設置するとともに、放射性廃棄物に関する最終処分までの

計画を早期に提示すること。

以上決議する。

平成２６年１１月５日

全国市議会議長会

地方創生の推進に関する決議

我が国の人口減少、少子化に歯止めをかけ、それぞれの地域

で住みよい環境を確保し、将来にわたり活力ある社会を維持し

ていくことは地域にとっても国全体にとっても極めて重要な課

題である。

そのため、国と地方が一致協力してこの課題に立ち向かう必

要があり、地方議会としてもそれぞれの地域において執行機関

と連携し、その課題解決に向けて役割を果たしていく決意であ

る。

このようなことから、国においては、地方創生の推進を図る

ため、特に下記の事項を実現されるよう強く要望する。

記

１ 地方の創意工夫を最大限に活かす観点から、各省の細かい

補助金の寄せ集めではなく、地域の実情に応じ資金を効果的

に活用できる包括的な交付金を大胆な規模で設けること。

２ 上記に加え、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能と

する観点から、地方創生・人口減少の克服のための歳出を地

方財政計画に計上し、地方交付税を充実すること。

３ その他、まち・ひと・しごと創生に関する長期ビジョンの

策定など国の施策推進に当たっては、地方の意見の反映に努

めるとともに、地方創生を推進する上で支障となる法令や制

度等について柔軟に見直すこと。

以上決議する。

平成２６年１１月５日

全国市議会議長会

地方税財源の充実確保に関する決議

地方財政は、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で

推移することなどにより、平成２６年度において１０兆６，０００億円

もの財源不足が生じている。

このような中、基礎自治体である市が、住民生活に直結した

様々な行政サービスを今後も安定的に行うためには、地方税・

地方交付税等の一般財源総額の充実確保が極めて重要である。

よって、国においては、平成２７年度税制改正・地方財政対策

に当たり、特に下記の事項を実現されるよう強く要望する。

記

１ 平成２７年度税制改正について
� 巨額の地方財源不足が生じている現状に鑑み、今後とも

地方税制の拡充強化に努めること。

その際、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税

体系を構築すること。

� 法人実効税率の見直しに当たっては、地方法人課税が貴

重な地方税財源となっていることや、国税である法人税が

地方交付税の原資となっていることを踏まえ、必要な地方

税財源の確保を併せて検討し、地方財政に影響を与えるこ

とのないようにすること。

また、地方法人課税の偏在是正に係る具体的な制度設計

等の検討に当たっては、地方自治体の意見を十分に踏まえ

て行うこと。

� 固定資産税は、市町村の基幹税であるため、その安定的

確保を図ること。

特に、償却資産に係る固定資産税は、税収が安定的に推

移しており、仮に廃止・縮小されるようなことがあれば、

市町村の財政に多大な影響が生じることから、現行制度を

堅持すること。

� 車体課税の見直しに当たっては、自動車税の環境性能課

税の制度設計等により必要な代替財源の確保を図り、地方

財政に影響を与えることのないようにすること。

� ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在市町村の財政需要に対

応した貴重な税財源となっていることから、現行制度を堅

持すること。

� 地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割

を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、

地方税財源を確保する仕組みを構築すること。

２ 平成２７年度地方財政対策について
� 地方単独事業を含めた社会保障などの財政需要を地方財

政計画に的確に反映することにより、地方税・地方交付税

等の一般財源総額を確保すること。

� 特に、地方創生・人口減少の克服のための対応を含め、

歳出特別枠及びそれに伴う国の別枠加算措置など必要な歳

出を地方財政計画に確実に計上すること。

� 財源不足については、臨時財政対策債による補てんでは

なく、地方交付税の法定率引上げにより対応すること。

以上決議する。

平成２６年１１月５日

全国市議会議長会

（５） 平成２６年１１月１５日 第１９２２号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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各
委
員
会
の
活
動
状
況（
要
旨
）

去
る
７
月
３０
日
に
第
１
３
８
回

委
員
会
を
開
催
。
１２
項
目
か
ら
な

る
要
望
書
を
決
定
し
、
関
係
方
面

に
要
望
活
動
を
行
っ
た
。

地
方
分
権
改
革
の
推
進
に
つ
い

て
、
更
な
る
義
務
付
け
・
枠
付
け

の
見
直
し
及
び
都
道
府
県
か
ら
基

礎
自
治
体
へ
の
権
限
移
譲
等
を
求

め
た
。

新
た
に
導
入
さ
れ
た
「
提
案
募

集
方
式
」
で
は
、
地
方
か
ら
９
５

３
件
に
上
る
提
案
が
あ
り
、
先
般
、

「
平
成
２６
年
の
地
方
か
ら
の
提
案

に
関
す
る
当
面
の
方
針
」
が
地
方

分
権
改
革
有
識
者
会
議
・
提
案
募

集
検
討
専
門
部
会
合
同
会
議
に
お

い
て
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
。
１２
月

の
政
府
に
お
け
る
対
応
方
針
の
決

定
に
向
け
、
地
方
の
意
見
を
十
分

踏
ま
え
、
提
案
事
項
を
実
現
す
る

よ
う
要
望
す
る
。
議
会
の
議
決
事

項
か
ら
一
部
除
外
を
求
め
る
提
案

に
つ
い
て
は
、
二
元
代
表
制
に
お

け
る
議
会
の
権
能
を
踏
ま
え
て
慎

重
な
対
応
を
求
め
て
い
く
。

地
方
議
会
の
権

能
強
化
等
に
つ
い

て
は
、
５
月
に
発

足
し
た
第
３１
次
地

方
制
度
調
査
会
で

は
、
学
識
経
験
者
で
構
成
す
る
専

門
小
委
員
会
に
お
い
て
、
安
倍
総

理
大
臣
か
ら
の
諮
問
を
踏
ま
え
、

現
在
、
議
会
制
度
を
含
む
審
議
項

目
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
地
制
調

の
動
向
に
留
意
し
つ
つ
、
地
方
議

会
議
員
の
法
的
位
置
付
け
の
明
確

化
、
議
長
へ
の
議
会
招
集
権
の
付

与
、
議
会
の
予
算
修
正
権
の
制
約

撤
廃
な
ど
の
議
会
権
能
の
強
化
に

つ
い
て
強
く
要
望
し
て
い
く
。

去
る
７
月
１５
日
に
委
員
会
を
開

催
。
要
望
書
を
決
定
し
、
要
望
活

動
を
行
っ
た
。

基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
が
、
住

民
生
活
に
直
結
し
た
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
安
定
的
に
行
う
た
め
に
は
、

地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
が
極
め

て
重
要
で
あ
る
の
で
、
２７
年
度
税

制
改
正
等
が
決
着
す
る
年
末
に
向

け
、
主
に
次
の
点
に
つ
い
て
、
要

望
活
動
す
る
。

ま
ず
、
税
制
改

正
に
つ
い
て
。
焦

点
と
な
っ
て
い
る

法
人
実
効
税
率
の

見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
税

財
源
の
確
保
を
併
せ
て
検
討
し
、

地
方
財
政
に
影
響
を
与
え
な
い
よ

う
、
強
く
要
望
す
る
。
償
却
資
産

に
係
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
、
現
行
制
度
の
堅
持
を

求
め
て
い
く
。
貴
重
な
地
方
税
財

源
で
あ
る
車
体
課
税
の
見
直
し
に

当
た
っ
て
は
、
代
替
財
源
の
確
保

を
図
り
、
地
方
財
政
に
影
響
を
与

え
な
い
よ
う
、
強
く
求
め
る
。

２７
年
度
地
方
財
政
対
策
に
つ
い

て
は
、
地
方
単
独
事
業
を
含
め
た

社
会
保
障
な
ど
の
財
政
需
要
を
地

方
財
政
計
画
に
的
確
に
反
映
す
る

こ
と
に
よ
り
、
地
方
税
・
地
方
交

付
税
等
の
一
般
財
源
総
額
確
保
を

要
望
し
て
い
く
。
特
に
、
地
方
創

生
、
人
口
減
少
克
服
へ
の
対
応
を

含
め
、
歳
出
特
別
枠
及
び
そ
れ
に

伴
う
国
の
別
枠
加
算
措
置
な
ど
、

必
要
な
歳
出
の
地
方
財
政
計
画
へ

の
確
実
な
計
上
を
求
め
る
。

東
日
本
大
震
災
に
関
し
て
は
、

所
要
財
源
の
確
保
を
引
き
続
き
要

望
す
る
。

去
る
７
月
１４
日
に
委
員
会
を
開

催
し
、
要
望
活
動
を
行
っ
た
。
地
域

医
療
施
策
に
つ
い
て
は
、
深
刻
な

医
師
不
足
や
地
域
偏
在
の
解
消
・

是
正
な
ど
地
域
医
療
の
確
保
・
充

実
に
つ
い
て
引
き
続
き
要
望
す
る
。

医
療
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
、

国
民
皆
保
険
制
度
を
維
持
し
て
い

く
た
め
の
抜
本
的
改
革
の
早
期
実

現
を
求
め
る
と
と

も
に
、
国
民
健
康

保
険
制
度
に
つ
い

て
、
国
の
責
任
で

財
政
基
盤
の
強
化

を
図
り
、
都
道
府
県
と
市
町
村
と

の
適
切
な
役
割
分
担
の
も
と
で
の

再
編
・
統
合
な
ど
、
安
定
的
運
営

に
向
け
た
要
望
を
行
っ
て
い
く
。

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
、

制
度
の
安
定
的
な
運
営
に
向
け
、

市
町
村
に
お
け
る
事
業
実
施
の
状

況
等
を
踏
ま
え
た
制
度
設
計
及
び

財
政
支
援
等
の
拡
充
を
求
め
る
と

と
も
に
、
介
護
予
防
給
付
の
地
域

支
援
事
業
へ
の
移
行
に
あ
た
り
、

円
滑
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
で
き
る

よ
う
必
要
な
支
援
を
求
め
て
い
く
。

少
子
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
子

ど
も
・
子
育
て
新
制
度
の
２７
年
度

か
ら
の
本
格
施
行
に
向
け
、
特
定

教
育
・
保
育
施
設
の
運
営
に
関
す

る
基
準
等
が
条
例
に
委
ね
ら
れ
た

が
、
今
後
も
、
地
域
の
実
情
に
応

じ
た
施
策
が
展
開
で
き
る
よ
う
要

望
し
て
い
く
。

文
教
施
策
に
つ
い
て
は
、
教
育

の
機
会
均
等
と
水
準
の
維
持
向
上

を
図
る
た
め
、
必
要
な
国
庫
負
担

の
確
保
な
ど
に
よ
る
総
教
育
予
算

の
拡
充
や
少
人
数
学
級
の
推
進
等

を
求
め
る
。

去
る
７
月
２２
日
に
第
１
５
０
回

委
員
会
を
開
催
し
、
農
業
振
興
対

策
な
ど
８
項
目
か
ら
な
る
要
望
書

及
び
東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
要

望
書
を
決
定
、
関
係
各
方
面
へ
要

望
活
動
を
行
っ
た
。

農
業
振
興
対
策

に
つ
い
て
は
、
政

府
が
２５
年
１２
月
に

「
農
林
水
産
業
・

地
域
の
活
力
創
造
プ
ラ
ン
」
を
閣

議
決
定
し
、
２６
年
６
月
に
は
、
規

制
改
革
及
び
産
業
競
争
力
強
化
に

係
る
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
、
同

【
７
面
へ
続
く
】

地地
方方
行行
政政
委委
員員
会会

委
員
長

島
軒

純
一
・
米
沢
市
議
長地地

方方
財財
政政
委委
員員
会会

委
員
長

飛
田

謙
一
・
日
立
市
議
長社社

会会
文文
教教
委委
員員
会会

委
員
長

小
島

一
・
南
あ
わ
じ
市
議
長

産産
業業
経経
済済
委委
員員
会会

委
員
長

荒
谷
み
ど
り
・
阿
南
市
議
長
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【
６
面
か
ら
続
く
】

東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
要
望

に
つ
い
て
は
、
被
災
地
の
抱
え
る

住
宅
再
建
・
復
興
ま
ち
づ
く
り
、

産
業
・
生
業
の
再
生
や
被
災
者
支

援
等
の
諸
課
題
の
解
決
に
向
け
た

万
全
の
措
置
を
求
め
て
い
く
。

自
然
災
害
対
策
に
つ
い
て
は
、

東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
た
各
種

地
震
・
津
波
対
策
の
ほ
か
、
南
海

ト
ラ
フ
巨
大
地
震
及
び
首
都
直
下

地
震
へ
の
防
災
・

減
災
対
策
の
着
実

な
推
進
を
求
め
て

い
く
。
「
平
成
２６

年
８
月
豪
雨
」
に

よ
る
土
砂
災
害
、
長
野
県
御
嶽
山

の
噴
火
に
よ
る
火
砕
流
等
に
よ
り

多
大
な
人
的
、
住
家
被
害
が
発
生

し
て
い
る
が
、
頻
発
す
る
台
風
や

大
規
模
豪
雨
な
ど
に
よ
る
被
害
を

踏
ま
え
た
水
害
・
土
砂
災
害
対
策

な
ど
、
治
山
・
治
水
対
策
の
推
進
、

火
山
活
動
も
踏
ま
え
た
総
合
的
な

地
震
・
津
波
の
観
測
、
監
視
体
制

の
強
化
等
を
求
め
て
い
き
た
い
。

各
種
交
通
基
盤
整
備
の
推
進
で

は
、
高
規
格
幹
線
道
路
網
の
早
期

完
成
の
ほ
か
、
整
備
新
幹
線
の
着

実
な
整
備
、
地
域
公
共
交
通
の
確

保
・
維
持
・
改
善
等
を
求
め
る
。

都
市
基
盤
整
備
の
推
進
で
は
、

国
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
り
、
豊

か
で
快
適
な
暮
ら
し
を
も
た
ら
す

イ
ン
フ
ラ
の
着
実
な
整
備
と
、
各

種
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
管
理
・
更
新

に
必
要
な
予
算
の
確
保
を
求
め
る
。

観
光
立
国
の
推
進
で
は
、
訪
日

外
国
人
の
増
加
に
向
け
た
施
策
等

を
求
め
て
い
き
た
い
。

全
国
市
議
会
議
長
会
の
重
点
要

望
の
実
現
を
目
的
と
し
て
活
動
し
、

２６
年
度
は
、
部
会
選
出
委
員
９
名

の
ほ
か
、
政
府
・
与
党
要
職
者
の

地
元
選
挙
区
を
考
慮
し
て
佐
藤
会

長
か
ら
委
嘱
さ
れ

た
委
員
１２
名
の
、

計
２１
名
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
。

去
る
１０
月
１
日

に
、
２７
年
度
税
制
改
正
及
び
地
方

財
政
対
策
に
関
す
る
重
点
要
望
を

決
定
し
た
上
で
、
高
市
早
苗
総
務

大
臣
及
び
二
之
湯
智
総
務
副
大
臣

を
は
じ
め
と
す
る
関
係
各
方
面
に

対
し
て
、
強
力
に
要
望
活
動
を
行

っ
た
。

年
末
に
向
け
、
２７
年
度
税
制
改

正
や
予
算
編
成
の
議
論
が
本
格
化

し
、
佳
境
を
迎
え
る
１２
月
上
旬
に

は
、
政
府
・
与
党
の
要
職
者
と
直

接
面
会
し
、
地
方
税
財
源
の
充
実

確
保
等
の
重
点
要
望
の
実
現
を
強

力
に
求
め
て
い
く
。
な
か
で
も
、

税
制
改
正
に
つ
い
て
は
、
焦
点
と

な
っ
て
い
る
法
人
実
効
税
率
や
車

体
課
税
の
見
直
し
に
当
た
り
、
地

方
財
政
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
、

必
要
な
財
源
の
確
保
を
強
く
要
望

し
て
い
く
。
償
却
資
産
に
か
か
る

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
市
町

村
に
と
っ
て
貴
重
な
税
財
源
で
あ

る
の
で
、
２５
年
度
に
引
き
続
き
、

現
行
制
度
の
堅
持
を
求
め
て
い
く
。

こ
の
ほ
か
、
地
方
財
政
対
策
に

当
た
っ
て
は
、
地
方
税
・
地
方
交

付
税
等
の
一
般
財
源
総
額
の
確
保

を
求
め
る
と
と
も
に
、
地
方
創
生
、

人
口
減
少
の
克
服
の
た
め
の
対
応

を
含
め
、
歳
出
特
別
枠
等
を
地
方

財
政
計
画
に
確
実
に
計
上
す
る
よ

う
求
め
て
い
く
。

プ
ラ
ン
を
改
訂
し
た
。
６
次
産
業

化
等
の
推
進
、
経
営
所
得
安
定
対

策
の
見
直
し
な
ど
に
よ
り
、
農
業

が
保
有
す
る
本
来
の
活
力
を
取
り

戻
す
方
針
が
掲
げ
ら
れ
た
。
農
業

者
の
経
営
安
定
を
図
り
、
安
心
し

て
営
農
に
取
り
組
め
る
よ
う
、
経

営
所
得
安
定
対
策
の
充
実
等
に
つ

い
て
引
き
続
き
求
め
て
い
く
。

林
業
対
策
に
つ
い
て
は
治
山
事

業
等
の
推
進
な
ど
、
水
産
業
対
策

に
つ
い
て
は
漁
業
資
源
の
維
持
な

ど
を
引
き
続
き
求
め
た
い
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
貿
易
交
渉
に
つ
い
て
は
、

各
種
交
渉
が
継
続
中
の
た
め
、
交

渉
過
程
の
内
容
等
に
つ
い
て
の
十

分
な
情
報
開
示
と
明
確
な
説
明
と

と
も
に
、
農
林
水
産
業
を
は
じ
め

と
す
る
わ
が
国
の
各
分
野
に
お
け

る
懸
念
が
現
実
と
な
ら
な
い
よ
う
、

適
切
な
対
応
を
引
き
続
き
求
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

中
小
企
業
対
策
に
つ
い
て
は
金

融
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
拡
充
強

化
な
ど
、
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対

策
に
つ
い
て
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
対
策
の
推
進
な
ど
を
求
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

１１
月
２７
日
に
第
１
５
１
回
委
員

会
を
開
催
し
、
改
め
て
要
望
書
を

取
り
ま
と
め
、
関
係
各
方
面
へ
要

望
活
動
を
行
う
。

去
る
１０
月
２１
日
、

２６
年
度
第
２
回
目

と
な
る
国
と
地
方

の
協
議
の
場
が
開

催
さ
れ
、
地
方
創

生
や
２７
年
度
の
予
算
概
算
要
求
等

に
つ
い
て
、
国
と
地
方
が
意
見
交

換
を
行
っ
た
。
特
に
、
地
方
税
財

源
の
充
実
確
保
を
め
ぐ
る
諸
課
題

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
年
末
の
政

府
予
算
編
成
及
び
税
制
改
正
に
あ

わ
せ
て
開
催
さ
れ
る
見
込
み
の
協

議
の
場
に
お
い
て
、
議
題
に
供
さ

れ
る
見
通
し
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

地
方
の
意
見
を
適
切
に
反
映
さ
せ

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
１１
月

２６
日
に
委
員
会
を
開
催
し
、
本
日

の
評
議
員
会
で
協
議
す
る
決
議
案

や
、
各
委
員
会
の
要
望
事
項
を
踏

ま
え
つ
つ
、
国
と
地
方
の
協
議
の

場
に
お
け
る
、
２７
年
度
政
府
予
算

編
成
に
向
け
て
の
本
会
の
対
応
に

つ
い
て
、
協
議
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

２７
年
度
の
地
方
財
政
対
策
や
税

制
改
正
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、

地
方
側
に
と
っ
て
厳
し
い
議
論
が

予
想
さ
れ
る
。
今
後
と
も
、
政
府

の
動
向
を
踏
ま
え
、
適
時
適
切
に

対
応
し
て
い
き
た
い
。

建建
設設
運運
輸輸
委委
員員
会会

委
員
長

佐
藤

潤
・
室
蘭
市
議
長

国国
会会
対対
策策
委委
員員
会会

委
員
長

須
田

毅
・
相
模
原
市
議
長

国国
とと
地地
方方
のの
協協
議議
のの
場場
等等
にに
関関
すす
るる
特特
別別
委委
員員
会会

委
員
長

大
見

芳
・
浜
松
市
議
長
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自
由
民
主
党
の
予
算
・
税
制
等

に
関
す
る
政
策
懇
談
会
が
１０
月
２９

日
、
東
京
・
自
民
党
本
部
で
開
催

さ
れ
、
佐
藤
祐
文
・
本
会
会
長

（
横
浜
市
議
会
議
長
）
ら
地
方
六

団
体
の
代
表
者
ら
が
出
席
し
た
。

懇
談
会
で
は
、
「
平
成
２７
年
度

予
算
・
税
制
に
関
す
る
政
策
要

望
」
に
お
い
て
、
地
方
六
団
体
の

代
表
者
ら
が
要
望
を
行
っ
た
。
佐

藤
会
長
か
ら
は
、
地
方
交
付
税
の

充
実
な
ど
を
要
望
し
た
（
要
旨
は

下
掲
）
。
そ
の
後
、
意
見
交
換
を

行
っ
た
。

要
望
に
当
た
り
、
地
方
六
団
体

か
ら
「
２７
年
度
予
算
・
税
制
等
に

つ
い
て
」
（
本
紙
９
面
に
掲
載
）

を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
本
会
か

ら
は
「
平
成
２７
年
度
政
府
予
算
並

び
に
施
策
に
関
す
る
要
望
」
を
提

出
し
た
。

同
要
望
は
、
�
平
成
２７
年
度
地

方
税
財
政
対
策
�
東
日
本
大
震
災

�
地
方
分
権
改
革
の
推
進
及
び
地

方
議
会
の
権
能
強
化
―
の
３
つ
の

柱
を
「
重
点
要
望
」
と
し
、
「
分

野
別
要
望
」
と
し
て
、
地
方
行
政

・
地
方
財
政
・
社
会
文
教
・
産
業

経
済
・
建
設
運
輸
の
各
委
員
会
が

７
月
に
、
国
会
対
策
委
員
会
が
１０

月
に
決
定
し
た
要
望
で
構
成
し
て

い
る
（
同
要
望
は
本
会
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
お
い
て
閲
覧
で
き
る
）
。

【
佐
藤
会
長
発
言
要
旨
】

国
に
お
い
て
は
、
地
方
創
生
に

資
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
地

方
の
創
意
工
夫
を
最
大
限
に
活
か

す
観
点
か
ら
、
各
省
の
細
か
い
補

助
金
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
、
地

域
の
実
情
に
応
じ
て
資
金
を
効
果

的
に
活
用
で
き
る
包
括
的
な
交
付

金
を
大
胆
な
規
模
で
設
け
る
よ
う

お
願
い
す
る
。
さ
ら
に
、
地
域
の

実
情
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
施
策

を
可
能
と
す
る
観
点
か
ら
、
地
方

創
生
・
人
口
減
少
の
克
服
の
た
め

の
歳
出
を
地
方
財
政
計
画
に
計
上

し
、
地
方
交
付
税
を
充
実
す
る
よ

う
お
願
い
す
る
。
本
会
と
し
て

も
、
他
の
団
体
と
連
携
・
協
力
し

な
が
ら
、
地
方
創
生
の
実
現
に
向

け
て
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
た
め

の
決
議
を
行
う
予
定
と
し
て
い

る
。地

方
財
政
対
策
に
つ
い
て
は
、

社
会
保
障
関
係
経
費
を
は
じ
め
、

地
方
の
財
政
需
要
を
地
方
財
政
計

画
に
的
確
に
反
映
し
、
地
方
税
・

地
方
交
付
税
等
の
一
般
財
源
総
額

を
確
保
す
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

税
制
改
正
に
つ
い
て
は
、
法
人

実
効
税
率
や
自
動
車
関
連
税
制
の

見
直
し
に
当
た
り
、
地
方
財
政
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う

お
願
い
す
る
。

全
国
市
議
会
議
長
会
指
定
都
市

協
議
会（
会
長
�
大
見
芳
・
浜
松
市

議
会
議
長
）
は
１１
月
４
日
、
東
京

・
都
市
セ
ン
タ
ー
ホ
テ
ル
に
お
い

て
、
第
５
回
総
会
を
開
催
し
た
。

会
議
で
は
、
大
見
会
長
の
挨
拶

の
後
、
事
務
報
告
を
了
承
し
た
。

協
議
で
は
、
ま
ず
「
全
国
市
議

会
議
長
会
へ
の
職
員
派
遣
の
実
施

に
伴
う
申
合
せ
事
項
の
改
正
に
つ

い
て
」
に
お
い
て
、
改
定
案
を
原

案
の
通
り
決
定
し
た
。
次
に
、
災

害
対
応
法
制
の
見
直
し
に
つ
い
て
、

仙
台
市
の
提
案
の
通
り
要
望
を
行

う
こ
と
と
し
た
。
そ
の
後
、
�
多

様
な
大
都
市
制
度
の
早
期
実
現
�

災
害
対
応
法
制
の
見
直
し
�
地
方

税
財
源
の
充
実
確
保
�
地
方
議
会

議
員
の
被
用
者
年
金
制
度
へ
の
加

入
―
の
４
項
目
を
柱
と
す
る
要
望

書
を
決
定
。
続
い
て
、
要
望
活
動

の
方
法
を
決
定
し
た
。
議
会
の
権

能
強
化
に
つ
い
て
は
、
広
島
市
の

提
案
に
基
づ
き
協
議
を
行
い
、
次

回
総
会
に
お
い
て
、
引
き
続
き
協

議
す
る
こ
と
と
し
た
。

同
協
議
会
は
６
日
、
菅
義
偉
・

内
閣
官
房
長
官
、
谷
垣
禎
一
・
自

由
民
主
党
幹
事
長
に
面
談
し
、
要

望
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

※
要
望
活
動
参
加
市

▽
会
長
�
浜
松
市
▽
副
会
長
�
岡

山
市
▽
監
事
�
相
模
原
市
、
熊
本

市
▽
会
員
�
仙
台
市
、
さ
い
た
ま

市
、
千
葉
市
、
横
浜
市
、
新
潟
市
、

静
岡
市
、
広
島
市
、
北
九
州
市

政
府
は
１１
月
３
日
付
け
で
、
平

成
２６
年
秋
の
叙
勲
受
章
者
を
発
令

し
た
。

現
職
市
議
会
議
員
で
は
、
旭
日

中
綬
章
を
溝
渕
誠
之
・
相
模
原
市

議
会
議
員
が
受
章
し
た
。

秋
の
叙
勲
・
勲
章

▽
三
次
市
（
広
島
県
）

〒
７
２
８
―
８
５
０
１

広
島
県

三
次
市
十
日
市
中
２
―
８
―
１

�
０
８
２
４
・
６
２
・
６
１
７
９

FAX
０
８
２
４
・
６
２
・
６
１
１
０

自民党

予
算
・
税
制
等

政
策
懇
談
会
が
開
催

指
定
都
市
協
が

第
５
回
総
会
を
開
催

新新
庁庁
舎舎
落落
成成

菅
官
房
長
官
に
要
望

谷
垣
幹
事
長
に
要
望

要望する佐藤会長

挨
拶
す
る
大
見
会
長

第１９２２号 平成２６年１１月１５日 （８）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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平成２７年度予算・税制等について

平成２６年１０月２９日

地 方 六 団 体

政府のデフレ脱却と経済再生に向けた取組により明るさを取

り戻しつつあった日本経済だが、先般発表された４－６月期の

実質ＧＤＰ２次速報値は前期比年率換算で７．１％の減少となる

など、景気の先行きに不透明感が強まっている。さらに急速な

円安の進行は、地域を支え内需の中核をなす地場の中小企業の

経営に多大な影響を与えており、地域経済は、ますます予断を

許さない状況になりつつある。

今後、国と地方が連携・協力して、円安対策も含め地域にお

ける内需振興や投資、消費、雇用の拡大に向けて強力な地域経

済対策を講じ、早急に取り組まなければ、アベノミクス効果を

地域の隅々にまで行きわたらせ地方創生を実現することは到底

おぼつかない。

こうした現下の状況を十分に踏まえ、以下の措置を講じて頂

きたい。

地方一般財源・地方交付税の総額確保

○ 地域経済の先行き不透明感を払拭し、アベノミクス効果

を日本の津々浦々にまで及ぼすために、平成２７年度におい

て安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額を確

保すること。

○ 特に社会保障費の自然増や少子化対策への対応、地域経

済・雇用対策に係る歳出を特別枠で実質的に確保してきた

こと等を踏まえ、歳出特別枠及びそれに伴う国の別枠加算

も含め地方財政計画に必要な歳出を確実に計上すること。

○ 既往債の償還等により今後も累増することが懸念される

臨時財政対策債について、その発行額を極力抑制するとと

もに、地方交付税の法定率の引上げを含めた抜本的な見直

し等を行うこと。

法人実効税率の見直し

○ 約６割が地方団体の財源となっている法人課税の見直し

は、地方財政に深刻な影響を与えるため、法人実効税率の

引下げを行う場合は、地方の歳入に影響を与えることのな

いよう、恒久減税には恒久財源を確保すること。

○ 代替税財源については、消費税及び地方消費税率の引上

げが予定されている状況を踏まえると、個人住民税や固定

資産税の税率引上げは住民の理解を得ることが困難であり

現実的措置でないため、「法人課税の中での税収中立」を

前提とすること。

○ 法人事業税の外形標準課税は、応益性の原則からも拡大

していく方向で検討することが望ましいが、その際は、既

に導入されている資本金１億円超の法人の検討を優先し、

中小法人への拡大については慎重に検討すること。

地方税源の確保等

○ 増大する社会保障費に対応するため、円安対策など早急

に地域経済状況の好転を図り、消費税及び地方消費税率の

１０％への引上げを行うとともに、それに併せて税源偏在是

正策を講ずるなど税源の偏在性が小さく税収が安定的な地

方税体系を構築すること。

○ 消費税の軽減税率については、地方消費税や地方交付税

原資が減少し、地方の社会保障財源に影響を与えるため代

替財源が必要となること、対象品目の線引きや区分経理の

方式など検討を要する課題が多岐にわたること等から、時

期も含めその導入については慎重に検討すること。

○ 消費税率引上げの動向により、仮に、臨時福祉給付金の

ように課税状況を基準にして給付措置を実施する場合は、

支給者が支給審査のために課税情報を円滑に活用できるよ

う必要な立法措置を講ずること。

○ 平成２７年度税制改正における自動車取得税の廃止につい

ては、他の車体課税に係る措置と併せて講ずることとされ

ていることを踏まえ、都道府県及び市町村に減収が生ずる

ことのないよう、地方団体の意見を十分踏まえて安定的な

代替税財源の確保を同時に図ること。

○ 償却資産に対する固定資産税については、固定資産税が

市町村財政を支える安定した基幹税であることに鑑み、制

度の根幹を揺るがす見直しは断じて行うべきではなく、現

行制度を堅持すること。

○ 地球温暖化対策のための税については、使途を森林吸収

源対策にも拡大するとともに、その一部を地方の役割等に

応じた税財源として確保することなど、地球温暖化対策及

び森林吸収源対策に関して地方団体が果たす役割を適切に

反映した地方税財源の充実・強化のための新たな仕組みを

速やかに構築すること。

○ ゴルフ場利用税については、所在地の行政需要に対応す

る貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持する

こと。

○ 平成２７年度で期限切れとなる公営競技納付金制度につい

ては、公営競技施行団体の経営状況にも配慮しつつ、延長

を図ること。

地方創生の推進

○ 地方の創意工夫を最大限に活かす観点から、各省の細か

い補助金の寄せ集めではなく、地方が自立して資金を効果

的に活用できる包括的な交付金「まち・ひと・しごと創生

推進交付金（仮称）」等を継続的に大胆な規模で設けること。

○ この交付金は、目標管理するなど地方の責任において、

少子化対策、起業や中小企業支援、企業立地等による雇用

の場の確保、農林水産業の振興、地方大学の活性化、都市

と農山漁村の交流促進など地方創生・人口減少の克服のた

めの幅広いソフト事業等に活用できるようにすること。

○ 上記に加え、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能

とする観点から、地方創生・人口減少の克服のための地方

施策を拡充・強化する歳出を地方財政計画に計上し、地方

交付税を充実すること。

○ 人口減少対策等に資する税制措置については、地方への

人の流れをつくる制度、子どもが多いほど有利になる制度、

子育て等に伴う経済的負担の軽減に資する制度の創設など、

これまでにない新たな仕組みを幅広く検討すること。

○ 特に、�東京圏から地方へ本社等の移転等を行う企業に
対する税制優遇措置、�新たな結婚資金や子育て資金を対
象とした恒久的な贈与税の非課税制度等について、平成２７

年度税制改正において実現する方向で検討すること。

○ ふるさと納税制度については、その積極的な活用により、

地域活性化や人口減少対策などに資する効果も期待される

ことから、住民税の持つ負担分任の性格にも配慮しつつ、

控除額の上限と手続きの簡素化について検討すること。な

お、各地方団体においては、ふるさと納税制度本来の趣旨

等を踏まえて、寄附に対する謝礼としての特典の提供につ

いては、節度ある運用がなされることが求められる。

国民健康保険制度の財政基盤の強化

○ 国民健康保険の財政上の構造問題の解決を図るため、消

費税引上げによる保険者への財政支援の拡充１，７００億円を

早急かつ確実に実施するとともに、更なる公費投入により

財政基盤強化を図るため、後期高齢者支援金への全面総報

酬割を導入することにより生じる財源を国民健康保険の支

援に優先的に活用すること。

公務員の給与制度の総合的見直しへの対応

今年度の人事院勧告では、国家公務員給与に地場の賃金をよ

り一層反映させるなど、俸給水準を引き下げる方向等が示され

た。

この勧告により、地方と都市部の公務員給与水準の格差拡大

が生じるばかりでなく、特に地方においては、公務員給与に準

拠した賃金を支給している事業所等が多いことも踏まえると、

結果として、官民を通じて地域間格差が拡大することとなりか

ねない。また、国が示している地域手当の基準は隣接市町村で

大きな格差が生じ、通勤実態など地域の実情にそぐわず、人材

確保の観点からの懸念も指摘されている。

こうした問題を踏まえ、政府においては、「まち・ひと・し

ごと創生本部」の下、アベノミクス効果の地方への波及を図る

とともに、人口減少、超高齢社会の克服に取り組み、地方と都

市部の格差が一層拡大することがないよう適切な措置を講ずる

こと。

東日本大震災からの復旧・復興への対応

○ 東日本大震災からの復興事業が遅滞することはあっては

ならず、平成２７年度においても、国の責任において所要の

財源を確保し、復旧・復興事業が着実に実施されるよう、

必要な地方の復旧・復興事業費及び財源について、通常収

支と別枠で確実に確保すること。

○ 平成２７年度末に集中復興期間の期限を迎えることから、

平成２８年度以降の復旧・復興事業が円滑に実施できるよう、

特例的支援の継続等の方針を早期に示すとともに、復興が

完了するまでの間、万全の財政措置を講ずること。

○ 復旧・復興の加速化を図るため、被災地における工事の

人材不足及び資材不足による入札不調が相次いでいること

から、国は、その適切な対応策を早急に講じること。

（９） 平成２６年１１月１５日 第１９２２号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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高
速
協
が
第
１
回
理
事
会
を
開
催

全
国
高
速
自
動
車
道
市
議
会
協

議
会
（
会
長
�
滝
口
敏
夫
・
木
更

津
市
議
会
議
長
）
は
１０
月
２９
日
、

正
副
会
長
・
監
事
・
相
談
役
会
議

の
後
、
東
京
・
全
国
都
市
会
館
に

お
い
て
、
平
成
２６
年
度
第
１
回
理

事
会
を
開
催
し
た
。

理
事
会
で
は
、
滝
口
会
長
の
挨

拶
、
講
師
説
明
の
後
、
事
務
報
告

を
了
承
し
た
。

協
議
で
は
、
２５
年
度
決
算
に
つ

い
て
、
中
村
順
一
・
監
事
（
高
松

市
議
会
議
長
）
か
ら
監
査
結
果
の

報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
、

２７
年
２
月
１０
日
開
催
予
定
の
第
４１

回
定
期
総
会
へ
提
出
す
る
こ
と
と

し
た
。
続
い
て
、
�
建
設
促
進
�

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
促
進

�
防
災
・
安
全
対
策
等
の
推
進
�

料
金
制
度
―
の
４
項
目
の
柱
か
ら

構
成
さ
れ
る
「
高
速
道
路
建
設
・

整
備
促
進
等
に
関
す
る
要
望
書

案
」
を
原
案
の
通
り
決
定
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
要
望
活
動
の
方
法
、

今
後
の
会
議
・
要
望
活
動
日
程
を

決
定
し
た
。

な
お
、
講
師
説
明
で
は
、
吉
岡

幹
夫
・
国
土
交
通
省
道
路
局
高
速

道
路
課
長
か
ら
「
高
速
道
路
を
め

ぐ
る
最
近
の
諸
情
勢
に
つ
い
て
」

と
題
す
る
説
明
を
聴
取
し
た
。

会
議
終
了
後
、
正
副
会
長
・
監

事
・
相
談
役
は
、
二
階
俊
博
・
自

由
民
主
党
総
務
会
長
、
国
土
交
通

省
の
西
脇
隆
俊
・
大
臣
官
房
長
、

深
澤
淳
志
・
道
路
局
長
、
黒
田
憲

司
・
道
路
局
次
長
に
面
談
し
、
要

望
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
他
の

加
盟
市
議
長
ら
も
、
地
元
選
出
の

国
会
議
員
ら
に
要
望
活
動
を
行
っ

て
い
る
。

広
域
協
が
第
６３
回
理
事
会
を
開
催

全
国
広
域
連
携
市
議
会
協
議
会

（
会
長
�
佐
藤
清
隆
・
大
崎
市
議

会
議
長
）
は
１０
月
３０
日
、
東
京
・

全
国
都
市
会
館
に
お
い
て
、
第
６３

回
理
事
会
を
開
催
し
た
。

会
議
で
は
、
佐
藤
会
長
の
挨
拶
、

講
師
説
明
の
後
、
事
務
報
告
を
了

承
し
た
。

協
議
で
は
、
２５
年
度
決
算
に
つ

い
て
、
山
根
堂
宏
・
監
事
（
高
知

市
議
会
議
長
）
か
ら
監
査
結
果
の

報
告
が
あ
り
、
審
議
の
上
、
原
案

の
通
り
認
定
し
た
。
続
い
て
、「
広

域
連
携
施
策
に
関
す
る
要
望
案
」

を
、
原
案
の
通
り
決
定
し
た
。

要
望
は
�
関
係
市
の
意
見
を
十

分
踏
ま
え
た
広
域
連
携
施
策
の
推

進
。
事
務
の
共
同
処
理
制
度
等
既

存
施
策
の
引
き
続
き
の
推
進
�
広

域
連
携
施
策
に
対
す
る
適
切
な
財

政
支
援
措
置
�
ま
ち
・
ひ
と
・
し

ご
と
創
生
の
推
進
に
積
極
的
な
情

報
提
供
と
地
方
自
治
体
の
意
見
の

十
分
な
反
映
。
包
括
的
な
、
幅
広

い
ソ
フ
ト
事
業
に
活
用
可
能
な
交

付
金
の
創
設
―
の
３
項
目
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
要
望
活

動
の
方
法
、
今
後
の
運
営
、
次
期
役

員
改
選
の
方
法
等
を
決
定
し
た
。

な
お
、
講
師
説
明
で
は
、
小
宮

大
一
郎
・
総
務
省
自
治
行
政
局
市

町
村
課
長
か
ら
「
新
た
な
広
域
連

携
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
説
明
を

聴
取
し
た
。

会
議
終
了
後
、
正
副
会
長
・
監

事
・
相
談
役
ら
は
、
河
村
建
夫
・

自
由
民
主
党
地
方
創
生
実
行
統
合

本
部
長
、
大
石
利
雄
・
総
務
事
務

次
官
に
面
談
し
、
要
望
、
意
見
交

換
を
行
っ
た
。
他
の
加
盟
市
議
長

ら
も
、
地
元
選
出
の
国
会
議
員
ら

に
要
望
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

二階総務会長に要望

西脇大臣官房長に要望

深澤道路局長に要望

黒田道路局次長に要望

監査結果を報告する中村監事

河村本部長に要望

大石事務次官に要望

挨拶する滝口会長

挨拶する佐藤会長

監査結果を報告する山根監事
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